
財政健全化責任法案が成立したらどうなる？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現 行  成立後 

３年単位（中期財政フレーム） 長期展望 10年単位（中長期戦略） 

予算・決算のみ国会議決 財政民主主義 
一貫して国会の関与あり 

（国会報告・国会議決） 

予算・決算の審議のみ 説明責任 
中長期戦略・短期戦略・予算・決算 

それぞれの審議段階で確保 

なし 独立性の高いチェック機関 新たに財政検証委員会の設置 

‐現金以外の資産が見えにくい 

‐負債の全体像が見えない 
財務状況の総覧性 

+ 現金以外の資産が見える 

+ 負債の全体像が見える 

財務状況の総覧性がなく検証困難 検証可能性 財務状況の総覧性から検証容易 

× 
政策の有効性等の 

チェック 
〇 

なし 世代間負担への配慮 世代間負担評価報告書（50年単位） 

具体化 

現在のしくみ 

具体化 

準拠 

成立後のしくみ 

財政運営の基本原則 

  この法律に明記 

 

中長期戦略（１0年単位） 

 《要国会報告》 

 

予算の基本方針たる短期戦略 

 《要国会議決》 

 

予算編成/予算財務諸表作成→国会議決 

    （発生主義・複式簿記） 

 

予算執行 

 

決算/決算財務諸表作成→両院議決 

 （発生主義・複式簿記） 

 

 

成立前後の比較 

財政運営戦略 

 《閣議決定》 

 

中期財政フレーム（３年単位の計画） 

 《閣議決定》 

 

予算編成→国会議決 

 （現金主義・単式簿記） 

 

予算執行 

 

決算作成→両院議決 

 （現金主義・単式簿記） 

 

 

国会による 
民主的コントロールが 

充実 
国の財政の全体像が 

明らかに！ 

長期展望あり 

 
国の財布の中身が 

分かりやすくてイイね！ 
 

よく分からないから 

ムダ遣いしちゃうのかな？ 


